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オーストラリア海事考古学研究所第１３回会議報告

期間 平成 25 年 10 月１日～８日（うち、３．４日会議参加）

１．水中遺跡に関する考え方

（１）ユネスコ水中遺産条約のねらいと方針

【ねらい】

①開発や濫掘からの水中遺跡を保護

②国どうしの協力関係の強化（外国船籍の取扱い等を通じた）

③水中文化遺産に関する世界的に通じる法的保護制度の確立

【方針】

①現地保存を第一義とする

②所有権の問題にはユネスコは関与ない（外国船籍の場合は当事者同士の

協定による）

③情報公開を積極的に行う（外国船籍の場合は、沈船の位置を旗国に伝達）

※国際的には軍船の場合、その所有権は旗国にあるとされるが、実際の引

き上げる場合は、二国間協定を結び細部の取り決めを行うことが一般的。

（２）水中遺産条約批准国で特に問題とされている点

①領海の問題

②発見者の権利

③軍船の取扱い

２．水中遺跡の保護についての考え方

○沈船を中心とした水中遺跡の把握と周知の徹底を図る

・把握のための探査方法の開発

・水中における遺物の経年変化を確認するためのモニタリング

・水中遺跡地図の作成と公開及び現地表示

○遺跡の現状保存を第一義とし、むやみに引き揚げは行わない

３．水中遺跡の保護体制について

（１）オーストラリアの保護体制

①水中遺跡保護のための組織は国にはなく、各州に設置。

②領海内は州法で保護し、排他的経済水域については連邦法で保護。

③州で海底遺跡の把握や遺跡データベースの作成を行っている。

④調査費用は常に不足している状況にあり、優良スポンサーを求めている。

※開発で水中遺跡が破壊される場合は、記録保存調査を行うこととしている
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が、実際には予算の確保が困難であり、工事に支障のない場所に船材等を

移動させ、経年変化をモニタリングしている状態。

（２）他国も含めた全体的な傾向

①概して、大規模な水中遺跡調査組織を有する国は少ない。

②また、連邦制の国では州が第一義的な責任を有している。

③ただし、多くの場合、遺跡の把握のための調査は行っても、引き揚げ等大

規模な調査は行っておらず、州の役割としては、遺跡の把握と管理が主に

なっている。

４．その他

（１）水中遺跡の調査精度について

①どの程度の記録を作成すれば発掘調査と言えるのか。トレジャーハンティ

ングと、発掘調査の違いとはなにか。

②オランダでは水中遺跡調査のてびきを作成








